
議案第33号

三朝町簡易水道等使用条例の山部改正について

次のとおり三朝町簡易水道等使用条例の-部を改正することについて､地方自

治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の議決を求めるo

平成6年3月1 0日

三朝町長　安　　田　　真　一一　郎

平　成6竿3月22E]　原馨可決

三親町鼠会議長西村武津具

三朝町衆例第　　号

三朝町簡易水道等使用条例の-部を改正する条例

三朝町簡易水道等使用条例(昭和32年三朝町条例第10号)の一部を次のように

改正する｡

第25条第1項後段を次のように改める｡

この場合にあっては､あらかじめ管理者の設計審査を受け､かつ､工事竣工

検査を受けなければならない｡

第33集中｢又は材料検査_jを上設計審査及び竣工検査｣に改めるo
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別表第2の豊水器を使用しない水運の料金の項準　r Ll, 200勘　を｢8, 4

0　0円｣に改めるo

別表第3を次のように改める,J

別表第3 (第33条関係)

(】)給水施設設計手数料表

[亘二重=互至ユニ
i25ミリメ-小ル以下l

7　5　ミリメートル以上

金　　額(1工事当り)

1 (3　0円

2　0　0円

4　0　0円

i特別の手数を要した場合は､ 5割以内を追徴するo
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(2)給水施設設計審査及び竣工検査手数料表

｢ 1才　　　= …~~ ),)｢‥=~~義. ~‥表~ {t 1: 1;壷~示~~〉…　区　　　　　　　l　　金　額(1工事当り)

室二震三言二二二三三
I

1 5 ()円

3　0　0円

附　則

この条例は､平成6年4月1日から施行する｡


